
第７類厚生（人椛擁謹に関する条例）

第７類厚生

第１章’二会福初

(柔lJWYil2号il2星）○人権擁護に関する条例

（目的）

第１条との条例は、人権擁護に関し、村及び村民の責務を明らかにすると

といこ、村民の人権意識の高揚を図いもって真に人権が尊重される社会

の実現に寄与することを目的とする。

（村の責務）

第２条村長は、前条の目的を達成するために必要な施策を総合的かつ積極

的に推進するとといこ、行政のあらゆる分野において人権尊重の精神が生

かされるよう努めるものとする。

（村民の責務）

第３条村民は、互いに人権を尊重し、自らも人権意識の酒養に努めるとと

もに、村が実施する人権擁護に関する施策に協力するものとする。

（教育及び啓発活動の推進）

第４条村長は、村民の人権意識の高揚及び人権擁護に関する理解の普及を

図ろため、人権教育及び人権啓発活動を推進するものとする。

２村長は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関

係団体等と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。

（審議会）

第５条村長の諮問に応じ、人権擁護に関する施策について調査審議するた

め、人権擁護審議会（以下「審議会」という｡）を設置する。

（審議会の組織等）

第６条審議会は、委員10人以内で組藪職する。
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第７類厚生（人権擁謹に関する条例）

２委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

（１）人権擁護委員

（２）教育関係者

（３）民生児童委員

（４）村議会の議員

（５）識見を有する者、

３委員の任期は、２年とする．ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。

（群議会の会長）

第７条審議会に会長をおき、委員が互選する。

２会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代

理する。

（審議会の会議）

第８条審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

２審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３審議会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のとぎは議長

の決するところによる。

４審議会は、必要があると認めるときは非公開とすることができる。

（補則）

第９条この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則

（施行期日）

lこの条例は、公布の曰から施行する。

（特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正）

２特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和33年

条例第17号）の一部を次のように改正する。

別表中｢図書館協議会の委員｣を｢更鬘鱸壽蕊員｣に改める。
〃（～30）

〔
中
川
六
〕

② 

／~、

’ 

○ 
、_ノ


